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関
係
機
関
お
知
ら
せ

▼
青
梅
警
察
署

　
か
ら
お
知
ら
せ
▲

☆
令
和
２
年
中
の
青
梅
警
察
署

管
内
の
特
殊
詐
欺
被
害

　
　
　
　
　

（
12
月
31
日
現
在
）

〇
特
殊
詐
欺
の
被
害

　

14
件　

約
３
５
５
０
万
円

○
金
融
機
関
な
ど
に
よ
る
詐
欺

被
害
の
未
然
防
止

　

６
件　

  　

３
８
３
万
円

☆
「
医
療
費
が
戻
り
ま
す
」
と

い
う
内
容
の
電
話
は
詐
欺
で

す
！

　

年
度
終
わ
り
が
近
づ
い
て
く

る
と
、
医
療
費
や
保
険
料
の
還

付
金
を
装
っ
た
詐
欺
の
電
話
が

か
か
っ
て
く
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。

　

犯
人
は
『
役
所
の
保
険
年
金

課
』
や
『
青
梅
税
務
署
』
な
ど

の
公
的
な
機
関
を
装
っ
て
電
話

を
か
け
、「
昨
年
の
○
月
に
支

払
っ
た
医
療
費
が
戻
っ
て
き
ま

す
。
今
日
中
に
手
続
き
を
し
て

く
だ
さ
い
。
今
日
中
に
手
続
き

を
し
な
け
れ
ば
、
還
付
金
は
な

く
な
り
ま
す
。」
と
言
っ
て
、

あ
た
か
も
正
当
な
還
付
金
で
あ

る
か
の
よ
う
に
話
し
、
被
害
者

を
Ａ
Ｔ
Ｍ
ま
で
誘
導
し
て
、
お

金
を
支
払
わ
せ
る
詐
欺
行
為
を

行
っ
て
い
ま
す
。

　

詐
欺
の
被
害
を
防
ぐ
た
め
の

対
策
と
し
て
、「
自
宅
の
電
話

機
を
常
に
留
守
番
電
話
に
設

定
す
る
」「
迷
惑
防
止
機
能
付

電
話
を
導
入
す
る
」「
不
審
な

電
話
に
出
た
場
合
は
電
話
を
切

り
、必
ず
誰
か
に
相
談
を
す
る
」

と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。

◎
詐
欺
被
害
に
遭
わ
な
い
よ

う
、
ぜ
ひ
実
施
を
！

※
問
い
合
わ
せ
は
、 

青
梅
警
察

署
防
犯
係　

☎
22
‐
０
１
１
０

 　
　
　
　
　

 

内
線
２
６
１
２

【
都
税
に
つ
い
て
】

☆
令
和
３
年
度
定
期
課
税
分

自
動
車
税
種
別
割
の
障
害
者
減

免
申
請
の
受
付
け
を
行
っ
て
い

ま
す

　

新
た
に
身
体
障
害
者
手
帳
な

ど
の
交
付
を
受
け
た
方
、
減
免

申
請
が
お
済
み
で
な
い
方
を
対

象
に
、
令
和
３
年
度
分
の
自
動

車
税
種
別
割
の
減
免
申
請
の
受

付
け
を
行
っ
て
い
ま
す
。

〔
減
免
対
象
〕
身
体
障
害
者
手

帳
・
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手

帳
な
ど
を
お
持
ち
の
方
で
、
一

定
の
要
件
を
満
た
す
場
合

〔
申
請
期
限
〕
５
月
31
日
（
月
）

＊
減
免
額
に
は
上
限
が
設
定
さ

れ
て
い
ま
す
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
東
京
都
自

動
車
税
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

☎
０
３
（
３
５
２
５
）
４
０
６
６

☆
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
売
（
動

産
、
自
動
車
、
不
動
産
な
ど
）

の
お
知
ら
せ

　

東
京
都
主
税
局
で
は
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
公
売
（
動
産
、
自

動
車
、
不
動
産
な
ど
）
を
実
施

し
ま
す
。

〔
公
売
申
込
期
間
〕
２
月
10
日

（
水
）
午
後
１
時
～
24
日
（
水
）

午
後
11
時

〔
せ
り
売
り
期
間
〕
（
動
産
、
自

動
車
）
３
月
２
日
（
火
）
午
後

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
の
感
染
拡
大
に
伴
い
、
一
時

的
に
水
道
料
金
な
ど
の
支
払
い

が
困
難
な
方
に
対
し
、
支
払
い

を
猶
予
し
ま
す
。

〔
対
象
と
な
る
方
〕

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
の
影
響
に
よ
り
収
入
が
減
少

し
て
い
る
場
合
な
ど
、
一
時
的

に
水
道
料
金
・
下
水
道
料
金
の

支
払
い
が
困
難
に
な
っ
た
個

人
、
法
人
の
全
て
の
方
が
対
象

で
す
。

〔
支
払
い
猶
予
の
内
容
〕

①
内
容

・
申
出
日
か
ら
最
長
で
１
年
間
、

支
払
い
を
猶
予
し
ま
す
。（
猶

予
期
間
は
、
原
則
４
か
月
ご
と

に
設
定
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。）

・
支
払
猶
予
の
対
象
は
、
申
出

時
点
で
支
払
い
に
な
っ
て
い
な

い
料
金
と
、
猶
予
期
間
中
の
検

針
に
基
づ
き
新
規
に
請
求
す
る

料
金
で
す
。

・
猶
予
期
間
中
は
、
電
話
ま
た

は
訪
問
に
よ
る
催
告
は
行
い
ま

せ
ん
。

②
受
付
期
間

　

令
和
３
年
３
月
31
日
（
水
）

ま
で
受
付
け
し
ま
す
。

＊
猶
予
期
間
延
長
の
お
申
し
出

は
、
受
付
期
間
終
了
後
も
受
付

け
が
可
能
で
す
。

※
詳
し
く
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（https://www.waterworks.

metro.tokyo.jp/
）
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

※
問
い
合
わ
せ
、
お
申
し
出

は
、
水
道
局
多
摩
お
客
さ
ま
セ

ン
タ
ー

☎
０
５
７
０
（
０
９
１
）
１
０
１

　
　
　
　
　

（
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
）

☎
０
４
２
（
５
４
８
）
５
１
１
０

東
京
都
水
道
局
か
ら
お
知
ら
せ

～
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感
染
拡
大
に
伴
う

　
水
道
料
金
・
下
水
道
料
金
の
支
払
猶
予
に
つ
い
て
～

１
時
～
４
日
（
木
）
午
後
11
時

〔
入
札
期
間
〕
（
不
動
産
な
ど
）

３
月
２
日
（
火
）
午
後
１
時
～

９
日
（
火
）
午
後
１
時

　

詳
細
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（h
t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.
t
a
x
.
m
e
t
r
o
.

tokyo.lg.jp/kobai
/

）
ま
た

は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
主
税
局
徴

収
部
機
動
整
理
課
公
売
班

☎
０
３
（
５
３
８
８
）
３
０
２
７


